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１．はじめに

私ごとで恐縮であるが，弁理士になる前は，任期付

審査官として，特許庁に 2004 年 5 月から 2007 年 4 月

までの 3年間奉職していた。

正式に任期付審査官制度が 2004 年に始まり，本稿

の発行される 2011 年 12 月において早 7年が経過した

ところである(1)。今後，最大 10 年間の任期である任

期付審査官の経験者が弁理士として，2014 年以降大量

に出現し得ることから，任期付審査官制度について紹

介させていただく。

なお，当号では，任期付審査官の特集が組まれてい

て，本記事はその一連の記事であるところ，筆者の属

する組織の見解を示すものではなく，単に筆者の一見

解を示すものであることを初めに申し述べておきた

い。

２．任期付審査官が任用された時代背景

産業財産権制度 125 周年を迎えるにあたり特許庁か

ら発行された「産業財産権制度 125 周年記念誌〜産業

財産権制度この 15 年の歩み〜」によれば，「2001 年か

ら特許出願における審査請求期間を 3年に短縮したこ

とにより，特に 2004 年頃から審査順番待ち件数が急

増することとなったが，その主たる対策は，後述する

任期付審査官の活用と，先行技術調査の民間外注で

あった。」とあり，「審査を迅速化するために，ペー

パーレス化，民間能力の活用等様々な取組を進めてい

るが，中でも審査官の増員は必要不可欠である。特許

庁は，従前より審査官の継続的な増員を図ってきた

が，審査請求期間の短縮の影響による審査請求件数の

大幅な増加に対応するためには，更に強力な特許審査

迅速化施策を実施する必要があった。そのため，通常

の審査官の増員に加えて，優れた専門知識を有する外

部人材を，2004 年度から 2008 年度の 5 年間で約 500

名，任期を限っての審査官として採用するといった任

期付審査官制度を導入した。」とある。

すなわち，任期付審査官が任用された理由は，審査

請求件数の大幅な増加に対応するためであったという
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任期付審査官から弁理士へ
〜任期付審査官ってどのような人達なのだろう〜

審査着手を待っている出願を一掃するために，その一翼として採用された任期付審査官について，その名

称を聞いたことはあってもどのような人が任期付審査官となっているのか知らない方もいると思う。そこ

で，本稿では任期付審査官について，その概要を紹介する。

はじめに，任期付審査官が任用された2004年頃の時代背景について説明し，次いで，特許庁に任用され

ている審査官について簡単に説明する。また，任期付審査官経験者約500名のうち，少なくない人数が弁

理士になると想定されるが，特許庁において行われた任期付審査官の採用試験の紹介を通じて，任期付審査

官が，どのようなバックグラウンドを有しているのかについて述べ，次いで，任期付審査官が，通常4年間

であるところ 2年間の審査官補を経験した後に審査官に昇任する点について説明する。最後に，どのよう

にして弁理士資格を得ていくのかについて紹介して，結語とする。

要 約



ことにある。

では，任期付審査官の任用が始まった 2004 年頃は

どのような時代背景であったかというと，特許庁は

2003 年 7 月 8 日付けで「特許戦略計画」を公表してい

た。

その前年の 2002 年 7 月には，当時の小泉総理大臣

の開催する知的財産戦略会議において，知的創造サイ

クルの確立を通じて知的財産立国の実現に向けた政府

の基本的な構想であり，いわゆるプロパテント政策の

より一層の推進を目的とするものとして，「知的財産

戦略大綱」が取りまとめられていた。

知的財産戦略大綱は，今更記載するまでもないが，

知的財産立国の実現に向けて，知的創造サイクルのそ

れぞれの局面における知的財産の「創造」，「保護」，

「活用」と，これらを支える「人的基盤の充実」の 4つ

の分野において，戦略的対応を進めることを骨子とし

ていた。そして，知的財産創造のインセンティブを確

保するために，その適切な保護は不可欠であるとし，

戦略的対応の一翼である「保護」戦略の一つとして，

「迅速かつ的確な特許審査・審判」を求めるものであっ

た。

当時のキャッチフレーズでもあり，私自身，後述す

る採用試験における面接において何度となく述べた，

「迅速かつ的確な特許審査」実現のために，知的財産戦

略大綱においては，「特許出願数の急増は全世界的な

傾向であり，世界各国の特許庁においても審査体制の

整備が進められているところであるが，審査期間の長

期化により権利の成立や行使に影響が生じることが大

きく懸念されている。特許等の審査においては，利用

者のニーズを踏まえ，的確で安定した権利設定を行う

とともに，その審査期間を国際的な水準とすることが

是非とも必要である。そのため，最低限，国際的に見

て遜色のない迅速かつ的確な審査の実施に向けた取組

を推進することとし，2002 年度中に 2005 年度までの

計画を作成するとともに，より一層の効率化を図りつ

つ，審査体制の整備を含む総合的な対策を講ずること

が焦眉の急である。さらに，各国での重複審査を避け

るために審査共助を図るとともに，特許法や特許審査

基準の国際的な調和を通じた相互承認に向けた取組を

進め，究極的には世界特許システムを実現することが

望ましい。このため，2002 年中に，その実現に向けた

第一歩として，日米特許庁の協力の下，日米両国に出

願された特許について，調査結果・審査結果の相互利

用に関する検討を開始すべきである。」とされてい

た(2)。

そして，特許戦略計画は，知的財産戦略大綱におい

て求められている目標の達成のために策定されたもの

であり，特許戦略計画における基本的方向について記

載された部分をそのまま引用すれば，「一方，近年の特

許出願件数の増加等に伴う審査請求件数の増加に加え

て，審査請求期間の短縮による一時的な審査請求件数

の増加が予想されます。その結果，審査着手を待って

いる出願（いわゆる滞貨）が急増し，これに比例して

審査着手の待ち期間が長期化することが懸念され，必

要な取組を行わなければ，その期間は 2008 年には

40ヶ月に達し，2013 年には 60ヶ月を超えるおそれが

あります。こうした状況を踏まえ，知的財産戦略大綱

においては，まず，『2002 年度中に審査請求期間の短

縮に伴う審査請求件数の急増が予想される 2005 年度

までの計画を策定する』こと，さらに，『2002 年度以

降，その実施等を通じて，審査の的確性を維持しつつ

審査期間の長期化を防ぎ，短縮化に向けた取組を推進

すること』が求められています。また，2006 年度以降

については，『世界最高レベルの迅速・的確な審査が行

われることを目指し，更なる効率化を図りつつ，審査

体制の整備に努めること』とされています(3)。」とある

（下線は筆者が付した）。

1999 年より審査請求制度の法改正により審査請求

期間が 7年から 3年に短縮され，審査請求件数におい

て，既存の審査官数では対処できない，いわゆるコブ

といわれる審査請求の増分が，図１のようなシミュ

レーション結果として特許庁より公表されていた。

このような状況下において，かかるコブの発生にも

伴って生じる，審査着手を待っている出願の急増によ

る審査待ち期間の長期化の解消のために任用されたの

が，任期付審査官ということである。

なお，参考までに記すと，特許行政年次報告書 2011

年版において，図２のような審査順番待ち件数と審査

順番待ち期間の推移をたどっていることが報告されて

いる。

３．特許庁の審査官

任期付審査官について説明する前に，特許庁に所属
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する審査官について説明する。

特許庁は，図３のような組織となっており，出願の

審査を行う審査官として，特許，意匠，商標の審査官

が所属している(4)。そして，特許審査官は，主として，

特許審査第一部から特許審査第四部のいずれかの審査

室に所属し，各審査室の担当分野に関する特許出願の

審査を行っている。審査室には，いわゆる課長格に相

当する審査長が，各審査部における所掌事務に係る発

明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務

を分掌している(5)。

特許審査第一部においては，農林畜水産物の採取及

び加工，建設，原子力，測定，事務用品並びに日用品

に関する発明，並びに下記他部に属さない発明，特許

審査第二部においては，機械に関する発明，特許審査

第三部においては，化学に関する発明，特許審査第四

部においては，電気及び通信に関する発明の審査が行

われている(6)。

なお，特許審査官は，国家公務員採用Ⅰ種試験（理

工・農学系）に合格することにより採用され（以下，

「通常採用」という場合がある），意匠審査官は，国家

公務員採用Ⅰ種試験と同等の試験で，意匠学に関する

知識，能力，技術を必要とする業務に従事する官職

（「一般職の職員の給与に関する法律」による専門行政

職俸給表の職務の級 1級に属する職員の占める審査官

補の官職）への採用試験に合格することにより採用さ

れ，商標審査官は，国家公務員採用Ⅱ種試験（行政）

に合格することにより採用される。

国家公務員採用Ⅰ種試験（理工・農学系）に合格し

採用された後は，任期付審査官と異なる点であるが，

3ヶ月間の研修の修了を経て，特許審査官補に任用さ

れ，その後，審査官になるための研修と，一定期間，

通常，特許審査官補として 4 年間(7)の勤務を経て，特

許審査官に昇任する。

４．任期付審査官とは

ここまで任期付審査官として総称して記載してきた

が，厳密にいえば，任期付審査官は，特許審査官補と

して特許庁の任期付職員に採用され，特許審査官補と

して 2 年間の実務経験を積み(8)，所定の研修を修了す

ることにより特許庁審査官に任用されている（以下に

おいても特に厳密に区別することなく，任期付審査官

として記載する）。

かかる採用は，一般職の任期付職員の採用及び給与
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図１．審査請求件数の推移の予想，特許戦略計画（案）の

ポイントより引用

図２．審査順番待ち件数と審査順番待ち期間の推移，特許

行政年次報告書 2011 年版より引用

図３．特許庁の組織図，特許庁ホームページより引用



の特例に関する法律（任期付職員法）に基づく採用で

ある。

任期付職員法に基づいて採用される職員の任期は，

本来，5 年を超えない範囲内とされているものの(9)，

募集要項において，「任期付職員法により採用される

任期付職員の任期は 5年を超えないこととされていま

すが，専門性や適性等を踏まえ，任期終了後に，改め

て任期付職員法に基づき採用されることはあります。」

とされていて，「その場合でも，通算した任期が 10 年

を超えることは想定していません。」ともされていた。

したがって，任期付審査官とは，5年間の任期で，再

採用を含め最大 10 年間の任期で特許審査官として採

用された任期付職員である。

任期付審査官の数の推移であるが，「産業財産権制

度 125 周年記念誌〜産業財産権制度この 15 年の歩み

〜」によれば，図４のとおりである。すなわち，2003

年から 2008 年にかけて審査官数が，554 名増員されて

いるが，そのうちの 88％にあたる，490 名を任期付審

査官として特許庁は任用したことが見て取れる(10)。

任期付審査官として任用中は，任期付審査官にも，

一般職の職員の給与に関する法律に基づく専門行政職

俸給表が適用されるとされていて，俸給面において

は，通常採用の特許審査官（通常審査官）と同様の俸

給表が適用されている(11)。

５．任期付審査官の募集

任期付審査官としてどういった人材を特許庁が求め

ていたかは，1期生の募集に相当する，平成 16 年度の

募集要項から伺い知ることができる(12)。

特許庁は，任期付審査官として，数十名程度につい

て，各特許第一乃至第四の審査部に相当する，（１）物

理・建築・土木・資源，（２）機械，（３）化学（ライ

フサイエンス，薬学を含む），（４）電気・電子・情報

処理の分野について募集を行った。そして，応募資格

としては，「理工，生物等の技術系の学士号を有し，企

業，大学・大学院，研究機関・施設，特許事務所等の

いずれかにおける研究開発業務経験または知的財産業

務経験を通算 4 年以上有する方」とされていた(13)。

そして，図５のように，一次試験から，二次試験へ

と，応募する側としてはタイトな試験日程にて選考が

進められた。

図５．任期付職員の選考方法，特許庁任期付職員（特許審

査官補）の募集についてより引用

国家公務員採用Ⅰ種試験は，平成 23 年度の試験情

報となるが，図６のようであり，出題内容や難易度に
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図４．審査官の推移，産業財産権制度 125 周年記念誌〜産業財産権制度この 15年の歩み〜より引用



軽重はあろうが，任期付審査官の採用試験として，国

家公務員採用Ⅰ種試験と形式的には同様の試験が行わ

れていた(14)。

６．審査官補から審査官への任用

筆記試験に合格し，2 度の面接試験に合格した後

は(15)，通常採用の場合は，入庁後 3ヶ月後に任用され

るのであるが，任期付採用の場合には，特許庁に特許

審査官補として，直接任用された。実際の任用者は，

年齢も，多くは 30 代及び 40 代であったが，20 代から

50 代とまちまちな上，そのバックグラウンドもまちま

ちであり，募集要項にもあるように，実際，企業，大

学・大学院，研究機関・施設，特許事務所等での研究

開発業務経験または知的財産業務経験を有する多士

済々であった。筆者もであるが，事務所や企業知財部

での経験がない者も多数おり，また，博士号取得者や

ポスドク経験者も数多く含まれていた(16)。

5 月に入庁した後は(17)，約 1カ月間の任期付職員初

任研修を受け，その後，8月末から 11 月上旬にかけて

行われた前期研修，次いで，2 年目の年度において 1

月中旬から 2 月にかけて行われた後期研修を受講し，

前期研修及び後期研修(18)で必須試験に合格したり，レ

ポートを提出したりすることにより審査官に任用され

る上で必要な研修課程を修了したこととなり，審査官

に任用されることとなった(19)(20)。

なお，任期付審査官としての具体的な業務内容等に

ついては，別稿に詳しいと思うので本稿では紹介を省

略する。

７．任期付審査官から弁理士へ

最後に，上述のように，特許庁に任期付審査官とし

て採用され，特許庁で審査官として研鑽をつんだ任期

付審査官が，どのようにして弁理士資格を有すること

になるのかについて述べる。

次のように，第 1 のルートとしての弁理士試験合格

によるものと，第 2 のルートとしての弁理士資格を特

許庁在籍中に取得するものとがある。

（１） 第 1のルート

弁理士になるためには，弁理士となる資格を有する

者が，弁理士登録簿に所定の事項の登録を受ける必要

がある(21)。弁理士が辿る最も多いルートであると思

うが，第 1 に，弁理士試験に合格し実務修習を修了す

ることにより，弁理士となる資格を有することにな

る(22)。

したがって，特許庁入庁前に，あるいは，特許庁在

籍中に，短答式試験，論文式試験及び口述試験に合格

すれば，弁理士となる資格を有することになる。

元々，私のように弁理士試験の勉強をしていて，任

期付審査官になった後も継続して勉強し，受験を継続

していたりする任期付審査官もいるので，これまでに

も相当程度の合格者はいるものと思われる。また，弁

理士資格を既に有した方で，任期付審査官として現在

審査業務に従事されている方を数名存じてもいる。以

上が第 1 のルートである。

なお，弁理士試験については，いわゆる選択科目に

ついて試験の免除制度が設けられているが，特許法等

の工業所有権に関する法令などについても，任期付審

査官の場合には，免除となる場合がある。

昨今の弁理士試験の改革により，短答式試験や論文

式試験に一旦合格すればその後の一定期間の免除制度

も設けられているところであるが，その改革以前よ

り，特許庁において審判又は審査の事務に従事した期

間が通算して 5年以上になる者については，工業所有

権に関する法令及び条約について行う試験について免
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図６．試験種目・試験の方法，人事院ホームページより引用



除制度が設けられていた(23)。

この制度を利用して，通常審査官でも毎年，数名の

方が弁理士試験に合格されている(24)。

すなわち，任期付審査官においても，特許庁に入庁

し，5 年を経過することにより，短答式試験の著作権

法及び不正競争防止法以外の試験については，免除と

なるわけである。

したがって，任期付審査官として，5 年間特許庁に

在籍して，免除資格を取り，短答式試験のうち，著作

権法及び不正競争防止法に関して受験し，その合格に

よったり，入庁して 3 年経過後 5 年間在籍する前に，

特許法等も含む一般の短答式試験に合格し，5 年間特

許庁に在籍したことによる工業所有権法の免除と併せ

ることで（この場合，論文式試験と口述試験が免除と

なることにより），弁理士試験に合格するというよう

な道があることとなる。

（２） 第 2のルート

弁理士法第 7条においては，弁護士となる資格を有

する者や，特許庁において審判官又は審査官として審

判又は審査の事務に従事した期間が通算して 7年以上

になる者についても，実務修習を修了することにより

弁理士となる資格を有すると規定されている。

そして，任期付審査官については，特許庁において

審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事し

た期間が通算して 7年以上になる者に該当することに

より，弁理士となる資格を有することになる場合があ

る。

任期付審査官については，上述のように，最大 10 年

間在籍すると，通常，2年間の審査官補，8年間の審査

官を経験することになる。

したがって，審査官として 7年，すなわち，任期付

審査官として入庁して 9年経過したところで，弁理士

試験に合格せずとも弁理士となる道が開けることとな

る。

８．結語

今のところ，任期付審査官を経験した上で，弁理士

になっている者は，統計があるわけではないので，正

確なところは分からないが，20 〜 30 数名程度ではな

いかと思われる(25)。

現在も，特許庁に在籍している任期付審査官の全て

が弁理士になるとは限らないが，弁理士予備軍とも言

える任期付審査官が，400 名以上は，現在特許庁に在

籍しており，2014 年以降 5年という短い期間の中で毎

年 100 名に近い人数の弁理士が誕生する可能性がある

ということと共に，任期付審査官ってどのような人達

なのかについて，少しでも理解を深めていただければ

幸甚である。

なお，本稿の執筆において，編集委員の諸先生方に

は多大なご尽力をいただくと共に，別稿の座談会に参

席された先生方には情報提供等厚いご協力をいただき

記憶を甦らせていただいたので，この場を借りて厚く

御礼を申し上げる。

注

(1)2004 年度の任用分から一般に公募されたが，2003 年に

は，3 名の弁理士が任期付審査官に任用されていた。特

許庁の審査・審判官等の技術系職員からなる正会員及び

OBの特別会員で構成されている団体である特許庁技術

懇話会（略称「特技懇」）の発行する「特技懇」第 233 号

の「任期付審査官座談会」において，当時の様子を伺い

知ることができる。なお，この 3名の方々を任期付審査

官の中では「0 期生」と呼んでいたりもする。また，筆

者と同期にあたり，2004 年度に任用された「1期生」の

任期付審査官の座談会が同誌第 245 号に「〜任期付審査

官座談会〜知財立国を支える新しい力」として掲載され

てもいる。両座談会は，任期付審査官を知る上で，参考

になる。特技懇誌は，特技懇のホームページである

http://www.tokugikon.jp/ において，全てではないが

バックナンバーを含めて公開されている。

(2)任期付審査官は，特許出願の審査を行うために 10 年を

限度として審査官として任用されているものであり，審

判官に登用されることは予定されていないので，審査に

関する記載のみを引用している。

(3)その後，「経済成長戦略大綱」（2006 年 7 月 6 日財政・

経済一体改革会議決定）及び「経済財政運営と構造改革

に関する基本指針」（2006 年 7 月 7 日閣議決定）におい

て，「2013 年の審査順番待ち期間 11ヶ月」という世界最

高水準の特許審査の実現という中期目標が掲げられて

いる。

(4)実用新案に関して専任の審査官が採用されているもの

ではなく，特許の審査官が，担当分野に関する実用新案

技術評価書の作成も行っている。

(5)例えば，審査第三部では，審査室が 10室あり，経済産

業省組織規則に規定されるように，7 人の審査長と 3 人
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の審査監理官が配属されている。そして，その下に，室

長と呼ばれる上席総括審査官と，主任と呼ばれる主任上

席審査官とがそれぞれ配属されている。審査長（審査監

理官），室長，及び主任が，いわゆる管理職と呼ばれる立

場にある。

(6)経済産業省組織令第 138条乃至第 141条

(7)筆者の在籍していた時には，通常採用の場合，修士課

程修了者が審査官になるためには，通常，4 年間特許庁

において審査の事務に従事することが必要であった。

現在は，修士課程修了者は，3 年間特許庁において審査

の事務に従事することにより審査官に昇任し，博士課程

修了者などの場合には，この期間はさらに短縮される

（特許法施行令第 12条）。

(8)通常採用であっても，任期付としての採用であっても，

特許審査官補である間は同様に，審査官を補佐し，OJT

（On-the-Job Training）という形式で，特許出願の審査

等の業務に従事している。

(9)任期付職員法第 4条第 1項

(10)実際には，2009 年度にも，若干名の任期付審査官が任

用されたので，6 年間に亘って民間から人材が登用され

ている。

(11)福利厚生についても少し記せば，筆者は，入庁後しば

らくの間，独身寮に入寮し，その後，公務員住宅に入居

したが，官舎への入居などの待遇面についても，年齢が

考慮されないのは若干苦しかったものの，入庁年次に応

じて通常採用者と同様の待遇にあった。前職の企業に

在籍中の 1DK の部屋から独身寮の 4 畳半に移ったた

め，荷物が多すぎて蒲団すら満足に引けない状態での生

活は良い経験であった。当然のことながら，風呂・トイ

レは共同であった。なお，希望者は，いわゆるワンルー

ムタイプの独身寮に入寮できる。この点については，経

済産業省ホームページに，独身寮を例にとれば，現在，

経済産業省では各室 4.5畳，バス・トイレ・キッチン共

同の目黒，玉川台，田無，萩山，川口の各独身寮及びワ

ンルームタイプ（バス・トイレ・キッチン各室設置）の

上北沢，東村山，千歳船橋の各独身寮がありますと紹介

されている通りである。

(12)産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会

第 3回特許戦略計画関連問題ワーキンググループ 参

考資料 3 特許庁任期付職員（特許審査官補）の募集に

ついて

(13)筆者が，任期付審査官の募集があることを知ったの

は，弁理士試験のための某予備校であった。当時，弁理

士試験の勉強のために通っていた予備校で，任期付審査

官募集の告知のビラが配布され，家に戻って早速，特許

庁ホームページを確認し，説明会に参加する予定を組ん

だと記憶している。

(14)筆者は，試験準備として，人生初の就職活動といえる

ような状況だったため，勝手も分からないまま，SPI試

験の勉強等を行ったり，面接のマニュアル本を読み漁っ

たりした。

(15)最終合格までの間に，所属が予定されると考えられる

審査室において，特許審査業務を知るための業務説明が

個別に行われ，人物評定もされていた。業務説明に参加

しなくても合格している者もいたが，多くの合格者が業

務説明に参加していた。

(16)筆者の属した特許審査第三部では，1 期生の 26 名中

半数が博士号取得者であったと記憶している。中でも，

医療と生命工学の審査室については特にその比率が高

かった。

(17)通常審査官は，4 月に入庁するが，2004 年度と 2005

年度に任用された任期付審査官については，5 月入庁で

あった。

(18)後期研修においては，審判合議体における合議を聴講

するといった合議聴講研修もあり，また，初任研修，前

記研修，後期研修以外にも多くの研修を受講すること

で，審査官となる上で必要な素養を習得していった。

(19)「特技懇」第 247 号の「特許庁審査部における研修〜

特許審査官，審査官補を対象として実施される研修を中

心として〜」に詳しい。

(20)通常審査官と任期付審査官の対比という意味で，「特

技懇」第 257 号の「今，求められる審査官〜平成 21 年度

意見交換実施事業〜」が参考になる。

(21)弁理士法第 17条

(22)弁理士法第 7条

(23)弁理士法第 11条

(24)過去の弁理士試験の最終合格者種別内訳等において，

工業所有権法免除者として区分されている方が該当す

る。平成 22 年度の弁理士試験より急増しているのは，

任期付審査官の 1期生が，2004 年（平成 16 年）5 月入庁

であるため，平成 21 年度の弁理士試験においては，未

だ免除資格を有していなかったので，次年度の試験から

免除資格を得たことによる。

(25)「特技懇」第 254 号の「特集（2） 活躍する特許庁

OB」に任期付審査官出身者も数名寄稿している。

(原稿受領 2011. 11. 9)
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